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第 I章 総則 

 

第 1条 本法の目的 

本法は，特許性を有する発明の法的保護(以下「特許保護」という)に関してエストニア共和

国において生じる諸関係を規制する。 

 

第 2条 特許保護を規定する法令 

特許保護については，本法，他の法律及びこれらの法に基づいて，かつ，これらを施行する

ために共和国政府又は諸大臣が公布する諸規則をもって規定する。 

 

第 3条 エストニア共和国及び外国の自然人及び法人に係る権利及び義務の平等性 

本法に定める権利及び義務は，エストニア共和国及び外国の自然人及び法人(以下「者(人)」

という)に平等に適用する。ただし，エストニア共和国の法令又はエストニア議会が批准した

国際協定に別段の定めがあるときはこの限りでない。 

 

第 4条 国際協定の適用 

本法が国際協定と抵触する場合は，国際協定の規定を優先する。 
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第 II章 特許保護及び特許性 

 

第 5条 特許保護 

(1) 如何なる技術分野に属する発明も，発明が第 8条に規定する特許性の基準を遵守し，か

つ，第 7 条の規定により特許を受けることができないとみなされるものでない場合は，特許

による保護を受けることができる。 

(2) 発明は，特許登録簿に登録することにより特許保護を受ける。特許登録簿における発明

の登録は，特許の付与とみなされる。 

(3) 特許によって保護された有効物質を含む医薬品及び植物保護製品は，第 VIII-1章に定め

る条件に基づき，かつ，手続に従って補充的な法的保護(以下「補充的保護」という)を受け

ることができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 6条 発明の主題 

(1) 装置，方法，生物学的材料を含む材料又はこれらの組合せは，発明の主題とすることが

できる。 

(2) 次のものは，特に，発明の主題とはみなされない。 

1) 発見(人体の形成若しくは発育又は人の遺伝子の配列若しくは部分配列についての説明を

含む)，科学的理論及び数学的方法 

2) 精神的な行為の遂行又は事業活動に関する計画，規則又は方法 

3) 構造物，建築物又は地域についての設計資料及び図面 

4) 表象 

5) コンピュータのアルゴリズム及びコンピュータ・プログラム 

6) 意匠 

7) 情報の提示 

8) 植物及び動物の品種 

9) 集積回路の配置設計 

(3) 本法の適用上，「生物学的材料」とは，遺伝情報を含み，かつ，自己増殖又は生物系中で

の増殖が可能な材料をいうものとし，微生物を含む。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 7条 特許を受けることができない発明 

(1) 次のものは，特許による保護を受けることができない。 

1) 公序良俗に反する発明 

2) 人体又は動物の病気の治療又は診断についての治療方法及び診断方法 

3) (廃止－RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

4) (廃止－RT I 1998, 64, 1003 - 1998年 7月 25日施行) 

(2) 次の生物工学上の発明は，特許による保護を受けることができない。 

1) クローン人間を作るための方法 

2) 人の生殖細胞系遺伝子的同一性を改変する方法 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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3) 人工授精及び胚の保護に関する法律によって禁止されている方法を含め，人の胚を商業的

な目的で利用する方法 

4) 動物の遺伝子的同一性を改変する方法であって，人又は動物の生命保全に実質的利益をも

たらすことなく，動物に害をもたらす虞のあるもの及びそのような方法から生じる動物 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

5) 生物学的材料，植物又は動物を誘導するための本質的に生物学的な方法。ただし，微生物

を誘導するための微生物学的方法を除く。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

6) 利用が単一の植物又は動物の品種に限定されている発明 

(3) 本法の適用上，「生物学的材料，植物又は動物を誘導するための本質的に生物学的な方法」

とは，交雑及び淘汰等の自然現象のみをもって構成されている方法をいう。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(4) 本法の適用上，「微生物学的方法」とは，微生物学的材料を使用する又はそれを基にして

行う又はそれを生じさせる方法のすべてをいう。 

 

第 7-1 条 発明の分類 

発明は，国際特許分類に関するストラスブール協定(RT II 1996, 4, 15)に基づく国際特許分

類に従って分類される。 

 

第 8条 特許性の基準 

(1) 発明は，新規性を有し，進歩性を有し，かつ，産業上の利用可能性を有しているときは，

特許を受けることができる。 

(2) 発明は，技術水準の一部でないときは，新規性を有するとみなす。技術水準は，特許出

願の出願日前又は優先権が主張されている場合は優先日前に，何れかの場所で，書面若しく

は口頭の説明により，実施により又はそれ以外の方法により，公衆が利用することができる

ようになったすべての技術的情報を含む。新規性を決定するに際しては，出願日又は優先権

が主張されている場合は優先日に則して，先に特許庁に対して行われた特許出願の内容及び

実用新案法の規定により先に特許庁に対して行われた実用新案登録出願の内容も考慮するも

のとする。ただし，当該特許出願が本法第 24条に従って公開されているか又は公開されてい

るとみなされ，また，当該実用新案登録出願が実用新案法第 33条に従って公開されているこ

とを条件とする。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 技術水準を決定するに際し，その旨の請求が提出されたときは，ある発明の主題を開示

する情報を考慮に入れないものとする。ただし，前記の発明を含む最初の特許出願又は実用

新案登録出願のエストニア共和国又は外国における出願日前 12 月以内に，第 12 条により特

許についての権利を有する者によって，又は当該人が認識していることを前提として他人に

よって，当該情報が開示されていることを条件とする。前記の請求は，特許出願と同時に又

は第 24 条による特許出願公開の少なくとも 2月前に行わなければならない。他人が当該情報

を不法に取得したか又は当該情報が不法に公表されたか若しくは特許出願権を有する者が公

表を認識していなかったときは，請求は，特許出願の審査の過程で又は特許について係争が

生じたときに行うことができる。請求書には，それを裏付ける証拠を添付しなければならな
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い。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(4) 発明は，技術水準を考慮したとき，当該技術の熟練者にとって自明でないときは，進歩

性を有するものとみなす。 

(5) 発明は，業として製造すること又は利用することができるときは，産業上の利用可能性

を有するものとみなす。 

 

第 9条 発明の単一性 

(1) 1の特許出願においては，1の発明又は単一の包括的発明概念を形成するように関連して

いる一群の発明のみを保護の対象にして出願することができる。 

(2) 1 の特許出願が複数の発明を含んでいる場合は，出願人は特許出願が処理されている間

に，その特許出願から発明を分離し，第 19 条及び第 20 条に従い，別途に特許を出願するこ

とができる。分離された発明が元の出願に開示されている発明の内容と一致している場合は，

元の出願の出願日を，分離された発明について行う別途の特許出願(以下「特許分離出願」と

いう)の出願日とみなす。特許分離出願は，第 28条による特許出願処理の終結又は第 31条に

よる特許出願処理の終了から 6月が経過するときまで行うことができる。 

(3) 特許クレームが単一の包括的発明概念を形成しない複数の発明を含んでいる場合におい

て，特許庁から請求を受けたときは，出願人は，特許庁が指定した期間内に，単一性の要件

に違反している発明を特許出願から分離しなければならない。(2)は，分離された発明に適用

する。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 10条 特許保護の範囲及び特許クレーム 

(1) 特許保護の範囲及び内容は，特許クレームの文言によって決定される。特許クレームの

文言は，特許出願時点で，当該技術の熟練者が有する知識の程度を基にして解釈される。発

明の説明，図面その他図示的資料は，特許クレームの文言を解釈するために使用される。 

(2) 特許クレームは，特許保護を求める発明の内容を文言により明確かつ簡潔に定義しなけ

ればならない。特許クレームにおいては，発明の内容を当該発明についての一連の本質的な

技術的特徴として提示しなければならない。特許クレームは，1 又は 2 以上のクレームで構

成する。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 特許クレームは，独立クレーム及び従属クレームをもって構成する。特許クレームは，1

の発明に関し 2 以上の独立クレームを含んでいてはならない。ただし，次の条件の 1 に該当

しているときは，この限りでない。 

1) 発明が一群の複数の製品によって構成されていること，又は 

2) 装置又は製品が種々の目的で使用されること，又は 

3) 技術的課題について解決方法がいくつか存在しており，それを単一のクレームで包含する

ことができないこと 

(4) (3)にいうただし書きの規定を適用する場合は，発明の単一性の要件が遵守されていなけ

ればならない。 

(5) 発明の内容の要約は，発明の内容の開示又は特許保護の範囲の決定に関しては，法的効
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力を有しない。要約は，単に発明に関する技術的情報の開示に関して使用されるものとする。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 11条 優先権 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(1) 優先権は，特許出願若しくは実用新案登録出願を最初にした者又はその法律上の承継人

が，発明の特許保護を優先的に出願する権利である。最先の特許出願の出願日又は実用新案

登録出願の出願日が優先日とみなされる。 

(2) 最先の特許出願の出願日又は実用新案登録出願の出願日から 12月以内に，特許庁に特許

が出願され，優先権が主張されたときは，次の日を基にして，優先権が確立される。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

1) 工業所有権の保護に関するパリ条約(RT II 1994, 4/5, 19)の締約国又は世界貿易機関の

加盟国における最先の特許出願の出願日又は実用新案登録出願の出願日 

2) 工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国に該当しない国又は世界貿易機関の加盟国

に該当しない国における最先の特許出願の出願日又は実用新案登録出願の出願日。ただし，

その国がエストニア共和国においてされた最先の特許出願又は実用新案登録出願に同等の条

件を保証していることを条件とする。 

(3) 先の特許出願に対する訂正及び補足を基礎として特許出願に係る優先権が主張され，そ

の訂正及び補足が発明の内容を変更しているときは，その優先権は，訂正及び補足を特許庁

へ提出した日を基に確立される。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(4) 第 9条(2)又は(3)に従って先の出願から分離された特許出願を対象にして優先権が主張

された場合は，その優先権は，先の特許出願の優先日を基にして確立される。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(5) (廃止－RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(6) 優先権が主張される場合は，先に行われた特許出願又は実用新案登録出願の出願日を基

にして，優先権が確立される。先の特許出願又は実用新案登録出願が複数存在する場合は，

(2)に規定した 12月の期間は，最先の優先日から起算するものとする。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(6-1) 優先権が主張される場合は，(2)に規定した 12月の期間が満了した後に特許庁に対し

て行われた出願に関する優先権は，次の条件が遵守されることを条件として，(2)に従い，最

先の特許出願又は実用新案登録出願の出願日を基にして確立される。 

1) 優先権の主張に，前記の期限を遵守しなかったことについての理由書が添付されているこ

と 

2) 1)に従って記載する理由が，期限内に出願をしなかったことは故意によるものではないこ

とを証明していること 

3) 特許出願が，前記期限の満了日から 2月以内に行われたこと 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(7) (廃止－RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 
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第 III章 特許を出願する権利 

 

第 12条 特許を受ける権利 

(1) 特許を出願して特許所有者になる権利は，発明の創作者及びその法律上の承継人に属す

る。 

(2) 発明が，契約による義務又は雇用による職務の履行中に創作された場合は，特許を出願

して特許所有者になる権利は，創作者又は前記の契約又は雇用契約に基づく他人に属する。

ただし，出願人の居住国又は所在国の法令に別段の定めがある場合は，この限りでない。 

(3) (1)及び(2)に基づいて特許を出願する権利を有する者は，この権利を他人に移転するこ

とができる。 

(4) 特許を出願する権利は，法律上の承継人に移転する。 

(5) 2 以上の者が互いに無関係に同一の発明に関する特許を出願した場合は，特許を出願す

る権利は，先になされた又は先の優先日を有する特許出願において出願人とされている者に

属する。ただし，この特許出願が本法に基づく公開前に取り下げられなかったこと又は特許

庁がこの特許出願を拒絶し若しくはこの特許出願を取り下げられたとみなさなかったことを

条件とする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 13条 発明の創作者 

(1) 発明の創作者(以下「発明者」という)は，自己の発明活動の結果として発明を創作した

自然人である。 

(2) 発明が，複数の自然人による共同の発明活動の結果として創作された場合は，これらの

者は共同発明者である。 

(3) 共同発明の場合は，共同発明から生じるすべての権利(特許を出願して特許所有者になる

権利を含む)は，その発明者が別段の規定を有する書面による契約を締結した場合を除き，発

明者が共同して行使する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(4)-(5) (廃止－RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(6) 発明者としての地位は，譲渡することができず，かつ，期限の制限を受けない。 

(7) 発明者は，匿名とする権利を有し，かつ，次の行為をすることができる。 

1) 自己の名称を発明者として開示するよう請求すること 

2) 自己の名称を発明者として開示することを禁止すること 

3) 自己の名称の開示禁止をいつでも取り消すこと 

(8) 発明者は，その発明から得られる利益から公正な収入を受領する権利を有する。 

(9) 発明者の財産的権利は，移転すること及び相続することができる。 

 

第 13-1条 特許保護に関する行為遂行の代理 

(1) 特許保護に関する行為は，特許庁及び工業所有権審判委員会(以下「審判委員会」という)

において，利害関係人，又は特許代理人であって利害関係人から明示して委任されており，

かつ，特許代理人法により発明の分野における業務についての特許代理人資格を付与されて

いる者が行わなければならない。利害関係人又は特許代理人は，自己の費用負担で，特許庁
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又は審判委員会における口頭の手続に代理権を有していない通訳又は顧問を参加させること

ができる。 

(2) 居所又は本拠地をエストニア共和国に有していない者は，特許庁及び審判委員会におけ

る特許保護に関する行為遂行についての当該人の代理人として，特許代理人を選任しなけれ

ばならない。ただし，特許出願の提出，第 33 条(1)に定める国内処理をするために国際出願

の受理を求める請求の提出及び本法に定める国の手数料の納付についてはこの限りでない。 

(3) 複数の者が特許庁又は審判委員会において特許保護に関する行為を共同して行うときは，

これらの者は，その代表として特許代理人を選任するか又はこれらの者の中から居所又は本

拠地をエストニア共和国に有している代表者(以下「共通の代表者」という)を選出すること

ができる。共通の代表者は，共通の代表者に付与された権限から別途派生する場合を除き，

特許保護に関するすべての行為を遂行する権利を有する。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 
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第 IV章 特許権 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 14条 特許所有者 

(1) 特許所有者とは，特許登録簿に特許所有者として最後に記入されている者のことである。 

(2) 特許所有者は，特許によって保護されている発明についての排他権を有する。特許所有

者のみが，特許から生じる権利を行使し，かつ，他人がその権利を行使するのを禁止する権

利を有する。 

(2-1) 特許所有者は，本法に定める手続に従って，特許所有者の権利を他人に全面的若しく

は部分的に移転し若しくは放棄すること又は特許を担保とすることができる。特許権は，特

許登録簿における登録が有効であることを条件として，特許所有者の法律上の承継人に移転

することができる。 

(3) 特許所有者の排他権は，本法又は他人の権利によってのみ制限を受ける。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 15条 特許所有者の排他権 

(1) 特許所有者の排他権とは，その特許の有効期間中に当該特許所有者の許可を得ないでは，

何人も次の行為をすることができないことをいう。 

1) (廃止－RT I 1999, 84, 764 - 2000年 1月 1日施行) 

2) 特許によって保護されている製品を製造し，使用し，頒布し，販売し，若しくは販売を申

し出ること，又は前記の目的で当該製品を(輸入による場合を含めて)取得すること 

3) 特許によって保護されている製品の重要な一部である構成部品を製造し，販売し，若しく

は販売を申し出ること，又は当該製品を製造若しくは準備するために当該構成部品を取得し

及び輸出すること。ただし，当該構成部品が他の独立した製品である場合は，この限りでな

い。 

4) 特許を受けた方法を使用すること又は使用させる旨を第三者に申し出ること 

5) 特許を受けた方法によって製造された製品を使用し，頒布し，販売し若しくは販売を申し

出ること，又は前記の目的で当該製品を(輸入による場合を含めて)取得すること 

(2) 特許を受けた方法によって製造される製品の場合は，特許所有者の許可を得ずに類似製

品を製造し，使用し，頒布し，販売し，販売を申し出ること又は前記目的で(輸入による場合

を含めて)取得することは，特許所有者の排他権の侵害とみなす。ただし，類似製品が異なる

方法で製造されたことが証明されたときは，この限りでない。 

 

第 15-1条 特許所有者の排他権の拡張 

(1) 特許を受けた生物学的材料の場合は，特許所有者の排他権は，当該生物学的材料から繁

殖又は増殖により派生した，同一の又は異なる形態で，かつ，同一特性を有するすべての生

物学的材料に及ぶ。 

(2) 特許を受けた方法に従って生産された生物学的材料の場合は，特許所有者の排他権は，

当該特許方法によって取得された生物学的材料から繁殖又は増殖により派生した，同一の又

は異なる形態で，かつ，同一特性を有するすべての生物学的材料に及ぶ。 

(3) 遺伝子情報を含む発明の場合は，特許所有者の排他権は，当該発明が組み込まれており，
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かつ，当該遺伝子情報に従って機能する生物学的材料全体に及ぶものとする。ただし，人体

及びその一部は対象外とする。 

 

第 16条 特許所有者の排他権に対する侵害を構成しない行為 

次の行為は，特許所有者の排他権に対する侵害を構成しない。 

1) エストニア共和国の領海に他国の船舶が一時的又は偶発的に入り，かつ，発明の実施が専

ら当該船舶の必要のためである場合に，当該船舶内で(船体，機械，装具，無線航海装置その

他の装置において)その特許発明を実施すること 

2) エストニア共和国に他国の航空機又は車両が一時的又は偶発的に入った場合に，その航空

機又は車両の構造若しくは付属装置の範囲内で又は当該の輸送手段若しくはその装置の操作

に関して特許発明を実施すること 

3) 特許発明をその発明自体に関する試験のために実施すること(特許発明を含む医薬品を当

該医薬品の臨床試験において使用することを含む) 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

4) 特許発明を含む医薬品を処方箋に従って薬局で個別に調合すること及び当該医薬品を使

用すること 

5) 特許発明を私的に非営業的に実施すること。ただし，当該実施が特許所有者の利益を害さ

ないことを条件とする。 

6) エストニア共和国における発明特許の使用，頒布，販売又は販売の申出であって，特許所

有者により又は特許所有者の同意を得て行われるもの 

7) 特許所有者により又は特許所有者の同意を得て市場に出された生物学的材料に係る繁殖

又は増殖であって，当該繁殖又は増殖が，当該生物学的材料をその販売目的とされた用途で

利用した結果必然的に生じるものである場合のもの。ただし，取得された生物学的材料がそ

の後，他の繁殖又は増殖のために使用されないことを条件とする。 

 

第 17条 先使用権 

(1) 他人が発明について特許出願をする前に，エストニア共和国において善意で，かつ，そ

の出願人とは無関係に，同一発明を産業上利用している者は，総体的に同一の実施内容を維

持しつつ，その発明を継続して実施することができる。実施者が当該発明について特許出願

が予定されていたことを知らなかった又は当然には知り得なかった場合は，その実施は善意

の実施である。 

(2) 先使用権は，エストニア共和国において，発明を産業上利用するために善意で真摯な準

備を行っていた者にも帰属する。 

(3) 先使用権は，当該先使用権が確立している事業又は当該権利の行使が予定されていた事

業と共にする場合に限り他人に移転することができる。 

 

第 17-1条 権利の消尽 

特許発明を含む製品が，特許所有者により又は特許所有者の同意を得てエストニア共和国又

は欧州経済地域に関する協定の締約国の領域において市場に出されている場合は，特許所有

者は，その製品の取得(輸入を含む)，使用，頒布，販売又は販売の申出を禁止する権利を有

しない。 
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(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 18条 仮保護 

(1) 発明には，特許出願日から特許付与通知の公告日まで，仮保護が与えられるものとする。 

(2) 第 24条に規定されている特許出願公開の後に，その発明の実施を開始し又は継続した他

人は，特許付与通知の公告日後は，特許所有者の排他権を侵害したとみなされる。ただし，

当該他人が第 17条による先使用権を有しているときは，この限りでない。 

(3) 特許出願の出願日から特許出願の公開日までの期間に発明の実施を開始した他人は，そ

の発明に関して特許が出願されていたことを知っていたか若しくは当然知っているべきであ

った場合，又は特許庁により特許出願が公開される前に，出願人から特許出願について書面

で通知されていた場合を除き，その特許所有者の排他権を侵害したとはみなされない。特許

出願について出願人が通知した相手である他人は，特許付与通知の公告日の後は，特許出願

の前記通知を受領した日から特許所有者の排他権を侵害したとみなされる。ただし，当該他

人が第 17条による先使用権を有するときは，この限りでない。 

(4) 仮保護の範囲は，公開された特許出願に記載されている特許クレームの内容によって決

定される。特許付与の後は，仮保護の範囲は，付与された特許の特許クレームに則して特定

される。 

 

第 18-1条 機密指定された国防に関する発明に対する補償 

(1) 国防大臣の発意により機密指定された国防に関する発明の場合において，特許所有者及

び発明者は，発明が機密指定された期間中，機密指定を理由とする発明の実施の制限に対す

る補償を受領する権利を有する。発明者が上記補償を受領する権利を既に移転している場合

は，発明者はこの権利を有しない。 

(2) 補償の支払及び金額は，特に以下を考慮して，国防大臣が決定する。 

1) 機密指定されたときの発明の推定耐用年数 

2) 発明が機密指定されなければ発明者又は特許所有者が当該発明の実施から得たと推定さ

れる商業上の利益 

(3) 補償は，一括払又は割賦払として支払われる。 

(4) 補償の支払に対する特定の条件及び手順は，国防大臣規則により定めることができる。 

(5) 発明者又は特許所有者は，国防目的のために機密指定された発明の実施に対する自己の

報酬について国防大臣との間で別途合意した場合は，(1)から(4)に記載された補償を受領す

る権利を一切有しない。 

(6) 補償及び報酬の金額に関する紛争は，ハリュ県裁判所において解決する。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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第 V章 特許出願及びその処理 

 

第 19条 特許出願 

(1) 特許出願には，次の書類を含めなければならない。 

1) 特許付与を求める願書。これには，特許付与の請求，出願人及び発明者に関する情報並び

に発明の名称を記載する。 

2) 発明の説明。これには，当該技術の熟練者が発明を実施することができる程度に十分明瞭

かつ簡潔に発明の主題を開示していなければならない。 

3) 1 又は 2 以上のクレームから構成される特許クレーム 

4) 発明の説明又は特許クレームにおいて引用された図面その他の図示的資料(以下「図面」

という) 

5) 発明の内容の要約 

(2) 特許出願には，次の書類を添付しなければならない。 

1) 特許代理人を介して特許を出願する場合は，委任状 

2) 優先権主張を証明する書類。ただし，第 20-1条に定める規定が適用される場合は，この

限りでない。 

3) 微生物菌株を含む生物学的材料の寄託を証明する書類。ただし，発明の主題が生物学的材

料であるか又は発明が生物学的材料の使用を条件とし，また，当該生物学的材料が公衆にと

って入手できないものであり，かつ，それが発明の説明において当該技術の熟練者がその発

明を実施することができる程度に説明することができないことを条件とする。 

4) 特許出願が，国防大臣により機密指定された国防に関する発明，又は外国で機密指定され

た発明で国際協定を基礎としてその特許出願がなされたものを含む場合は，当該特許出願を

機密指定するための申請書類及び発明の機密指定に関する国防大臣又は外国の所轄当局の証

明 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

5) 発明が外国で機密指定され，4)に記載された機密指定のための申請書類を外国の所轄当局

に代わって出願人が提出する場合は，エストニア共和国において発明について特許取得する

ための外国の所轄当局の許可 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 出願人が発明者でない場合は，出願人は，特許付与を求める願書又は特許出願に添付し

た他の書類において，第 12条に規定した特許出願権の法的基礎に関する宣言をしなければな

らない。 

(4) 特許出願書類の内容及び様式(以下「内容及び様式」という)についての要件は，法務大

臣が定めるものとする。法務大臣は，特に次の事項を定めなければならない。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

1) 発明の主題による発明の種類 

2) 特許クレームの構成，特許クレームにおける発明の特徴の一覧，及び発明の主題による特

許クレームの作成のための詳細(発明の単一性を保証することを含む) 

3) 特許付与を求める願書の構成，発明の説明，発明の内容の要約，及び各構成部分に記載す

べき情報 

4) その他の特許出願書類に記載される情報 
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5) 書類の提出に使用すべき記録媒体 

6) 書類及びそれに記載する情報の様式及び文書化に適用する国内及び国際基準 

(RT I 2005, 18, 104 - 2005年 4月 8日施行) 

(5) 特許出願書類は，エストニア語により提出しなければならない。特許付与を求める願書

及び発明の内容の要約における発明の名称は，エストニア語及び英語で提出しなければなら

ない。 

(6) 特許庁は，特許出願，特許出願に添付される書類又は処理の過程で提出される書類に含

まれている外国語書類のエストニア語翻訳文を，2 月の期間内に提出するよう請求すること

ができる。ただし，本法にこれと異なる期間が規定されているときは，この限りでない。 

 

第 20条 特許出願書類の提出 

(1) 特許出願書類は，特許庁に提出しなければならない。 

(2) 特許出願に係る国の手数料は，特許出願の出願日から 2月以内に納付しなければならな

い。国の手数料の納付に係るこの期間は，延長することができない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 特許クレームの数が 10を超える場合は，第 11番目以降の特許クレームの各々について，

国の追加手数料を納付しなければならない。 

(4) 特許出願の手続は，法務大臣が定めるものとする。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 20-1条 優先権主張の提出，補正又は訂正 

(1) 優先権主張は，特許出願時か又は優先日から 16月以内にしなければならない。 

(2) 優先権主張を証明する書類は，特許出願と共に提出するか又は優先日から 16月以内に特

許庁に提出しなければならない。 

(3) 優先権主張が，エストニア共和国における最先の特許出願又は実用新案登録出願を基礎

とするものである場合は，優先権を証明する書類を提出する必要はない。 

(4) 優先権主張が，外国で行われた最先の特許出願又は実用新案登録出願を基礎とするもの

であり，当該出願が，特許庁が無料で制限なく利用することができる継続的な電子データベ

ースに載っている場合は，優先権主張を証明する書類を提出する必要はない。 

(5) (4)を適用する国の一覧は，特許庁の公報に公告される。 

(6) 優先権主張を証明する外国語書類の翻訳文は，特許庁が第 23条(2)の規定により請求し

た場合に提出しなければならない。 

(7) 優先権主張は，優先日から 16月以内においては，補正又は訂正することができる。優先

日が変更された場合は，16月の期間は，変更された優先日から起算する。 

(8) 優先権主張は，その特許出願が第 24条(2)により公開されているか又はその特許出願の

公開に係る技術的準備が完了している場合は，提出又は補正してはならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 21条 特許出願日の確定及び変更 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(1) 特許庁は，特許庁が受領した一式書類に少なくとも次の特許出願要素が含まれた日を特
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許出願日としなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

1) エストニア語による特許付与を求める願書，又は特許出願書類を構成することを意図され

た書類である旨の明確な表示 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

2) 出願人の氏名及び住所又は特許庁から出願人への連絡を可能にするデータ 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

3) 発明の説明であると外見上認められる書類 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(2) (1)3)に記載した書類の代わりに，同一発明についての最先の特許出願又は実用新案登録

出願に関する次の情報を提出することができる。 

1) 番号 

2) 出願日 

3) 最先の特許出願又は実用新案登録出願をした国又は国際機関。最先の特許出願又は実用新

案登録出願が外国語によるものであるときは，出願人は，特許庁が指定した期間であって，

最先の特許出願の出願日又は実用新案登録出願の出願日から 16月を超えない期間内に，発明

の説明及び特許クレームに係るエストニア語翻訳文を提出しなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(3) 特許庁は，第 9条(2)又は(3)により分離された特許出願の出願日を，先の特許出願日と

同じ日としなければならない。ただし，特許分離出願が第 9 条(2)に定めた期間内に行われ，

かつ，受領した書類一式が少なくとも(1)に列記した特許出願の要素を含んでいることを条件

とする。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(4) 特許庁は，受領した書類を点検して(1)に列記した特許出願の要素が書類一式から欠落し

ていることが判明したときは，特許を出願した者にその旨を通知しなければならない。欠落

要素は，特許庁の通知日から 2月以内に提出しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(5) 特許出願に係る欠落要素が(1)2)に規定した情報であるときは，特許庁は，(4)に定めた

不備についての通知を行うことを要しない。この場合は，出願人は，最初に提出した書類を

特許庁が受領した日から 2月以内に，(1)に定めた特許出願書類の欠落要素のすべてを自発的

に提出しなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(6) (4)に規定した場合においては，特許庁は，特許庁が送付した通知に列挙した書類であっ

て，出願人が最初に提出したものに存在するすべての不備を除去した日を特許出願日とし，

また，(5)に規定した場合においては，(1)に列挙した特許出願書類に存在する欠落要素のす

べてを出願人が自発的に提出した日を特許出願日としなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(7) 特許庁は，発明の説明の一部が特許出願書類に欠落していると見られると判断し，又は

発明の説明若しくは特許クレームが，特許出願書類に欠落していると見られる図面(以下「欠

落部分」という)を参照していると判断したときは，直ちにその旨を出願人に通知しなければ

ならない。出願人は，特許出願の欠落部分を追加しようとするときは，特許庁からの通知の
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有無に拘らず，特許出願の出願日から 2 月以内に欠落部分を提出しなければならない。特許

庁は，特許庁が欠落部分を受領した日を特許出願の新たな出願日としなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(8) 出願人が(7)に定められた期間内に，欠落部分の提出を取り止める旨を特許庁に通知した

場合又は欠落部分を提出しなかった場合は，特許庁は，(1)の規定に従って特許出願日を確定

しなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(9) (7)に定めた 2月の期間内に，出願人は，欠落部分を，同一発明に関する最先の特許出願

若しくは実用新案登録出願に係る発明の説明の全文と差し替えること，又は図面を，前記の

最先の出願に係る図面と差し替えることを請求することができる。請求書には，最先の特許

出願又は実用新案登録出願に関し，(2)に定めた情報を記載しなければならない。最先の特許

出願又は実用新案登録出願が外国語によるものであるときは，出願人は，優先日から 16月以

内に，発明の説明全文の又は図面のエストニア語翻訳文を特許庁に提出しなければならない。

当該請求が行われた場合は，特許庁は，最初に提出された書類が特許庁において受領された

日を特許出願日として確定しなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(10) 特許出願日の確定について，(6)及び(7)の規定の双方又は(9)が適用されるときは，特

許出願日は，前記規定によって確定される遅い方の日とする。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(11) 出願人が次の行為をしなかったときは，特許庁は，特許出願日を確定してはならない。 

1) (4)に定めた場合においては，特許庁の通知日から 2月以内に，特許庁からの通知に列挙

された不備を除去すること 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

2) (5)に定めた場合においては，(1)に規定した特許出願書類に欠落していた要素のすべてを，

最初に提出された書類が特許庁において受領された日から 2月以内に自発的に提出すること 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 21-1条 (廃止) 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 22条 処理及び予備処理をするための特許出願の受理 

(1) 特許出願の出願日を第 21条の規定に従って確定した場合は，特許庁は，その特許出願を

処理するために受理しなければならない。 

(2) 特許庁は，処理するために受理した特許出願に係る番号及び出願日を出願人に通知しな

ければならない。 

(3) 特許庁は，特許出願日を第 21条(11)に規定した事由により確定していない場合は，その

特許出願を処理するための受理を拒絶しなければならない。 

(4) 特許出願を処理するための受理が拒絶されたときは，出願人は，書面でその旨通知され

る。出願人は，納付した国の手数料の返還を受けることができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(5) 予備処理の過程では，特許庁は，次の事項を検証しなければならない。 
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1) 第 20条(2)及び(3)に定めた国の手数料の納付 

2) 第 19条(1)及び(2)に定めた書類の有無 

3) 第 21条(2)又は(9)が適用される場合は，当該規定に定めた翻訳文の有無 

4) 優先権が主張されている場合は，優先権主張における第 11条及び第 20-1 条の規定の遵守 

5) 出願人が発明者でない場合は，発明者に関する情報及び第 19条(3)にいう特許出願権の法

的基礎の宣言に関する要件の遵守 

6) 特許代理人を介して特許を出願しているときは，発明の分野における特許代理人の営業権 

7) 特許出願書類が，第 19条(4)に基づいて定められた様式及び内容に関する要件を遵守して

いること 

(5-1) 特許出願の機密指定を求める申請が出願に添付されていないが，国防大臣が送付した

情報に基づくと，特許庁の見解において，特許出願が機密指定の対象となる国防に関する発

明に関係する可能性がある場合は，特許庁は，当該特許出願を機密指定すべきか否かを決定

するために国防大臣に対して照会を行う。特許出願の機密指定に関する決定が照会後 4 月以

内に特許庁に送付されない場合には，特許出願は機密指定の必要がないということを含意す

る。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(6) 第 20条(2)に規定した国の手数料が，特許出願日から 2月以内に所定の金額で納付され

なかった場合は，特許庁は，その特許出願を拒絶しなければならない。特許クレームが欠落

しているか若しくは様式及び内容の要件を遵守していないか又は第 20 条(3)に定めた国の追

加手数料の納付額が所定の金額に満たない場合は，特許庁は，国の手数料の未納額に対する

納付期限を定めなければならない。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(7) (5)に記載した検証に基づいて，特許出願に書類が欠落していること又は書類の内容若し

くは様式に関して不備が存在しており，それが特許出願の公開又は審査の開始を妨げるもの

であること，書類の内容が不十分である又は不明瞭であること，又は審査を妨げる他の事由

が明白となったことを確認したときは，特許庁は，出願人にその旨を書面で通知し，不備を

除去するか，説明を提出するか又は第 29-1条に基づく異論を提出するための期限を定めなけ

ればならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009 年 3月 1日施行) 

(8) (5)に規定した検証の結果，特許出願の公開又は審査の開始を妨げる事由がないことを確

認したか，又は(7)に規定した場合はそのような事由が所定の期日までに除去された場合は，

特許庁は，特許出願の審査を開始しなければならない。 

(9) (7)に規定した場合において，特許出願の公開又はその審査を妨げる事由が所定の期日ま

でに除去されなかったとき，第 291 条に記載した場合において特許庁が定めた期日までに書

面による異論が提出されなかったとき，第 292 条(2)に基づいて口頭手続が請求されなかった

とき，又は特許庁が異論に同意しなかったときは，特許庁は，当該特許出願の審査を拒絶す

る決定をしなければならない。特許庁は，特許出願を拒絶する決定を出願人に書面で通知し

なければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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第 23条 特許出願の審査 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(1) 特許庁は，審査において，発明が第 8条に規定した特許性の基準を遵守しているか否か

を検証しなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(2) 特許庁は，特許クレーム，発明の説明，図面，発明の内容の要約について，口頭若しく

は書面で説明すること及び訂正若しくは補足すること又は出願人が提出した外国語書類の翻

訳文を提出することを出願人に請求することができる。特許庁は，説明を提示し又は訂正，

補足及び翻訳文を提出し又は第 291 条に基づく異論を提出するための期日を指定しなければ

ならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 特許庁は，出願人の類似の特許出願に関して他国の特許庁が発行した決定書の謄本を提

出するよう出願人に請求し，かつ，他国の特許庁とその特許出願に関する情報を交換する権

利を有する。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(4) 特許庁は，発明の内容が第 6条及び第 7条の規定により特許による保護を受けることが

でき，かつ，特許クレームに表示されている発明の内容が，技術水準と比較したときに，第 8

条に定めた特許性の基準を遵守していること，及び特許出願書類の様式及び内容が，第 19 条

(4)に基づいて定めた様式及び内容に関する要件を遵守していることを認めた場合は，特許出

願の審査を終結させ，特許付与の決定をし，更に出願人にその旨を書面で通知しなければな

らない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(5) 特許庁は，次の場合には，特許出願を拒絶する決定をし，かつ，出願人にその旨を書面

で通知しなければならない。 

1) 発明の主題が第 6 条及び第 7 条の規定により特許による保護を受けることができない場

合 

2) 特許クレームに表示されている発明の内容が技術水準と比較したときに第 8 条に定めた

特許性の基準を遵守していない場合 

3) 出願人が第 9条(3)により定めた日までに単一性の要件に違反する発明を特許出願から分

離しない場合 

4) 特許出願書類の内容又は様式が第 19 条(4)に基づいて定めた内容及び様式に関する要件

を遵守していないと認定した場合 

5) 出願人が訂正若しくは補足をせず又は説明を提示せず又は(2)により請求された翻訳文を

提出せず又は(3)により請求された決定書謄本を提出しなかった場合 

6) 出願人が，第 29-1条に規定する場合において特許庁が定めた期間内に異論を提出しなか

ったとき 

7) 出願人が口頭手続を請求しなかった場合，又は 

8) 特許庁が異論に同意しなかった場合 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(6) 審査中に，特許出願に関して第三者が提出した所見及び意見は，出願人に伝えられるも

のとし，出願人はそれについて意見を述べることができる。第三者は，出願の処理に関与す
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ることができない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 24条 特許出願の公開 

(1) 本法の適用上，「特許出願の公開」とは，第 19 条(1)2)から 5)までに定めた特許出願書

類の公開をいう。 

(2) 特許庁は，特許出願の出願日又は優先権が主張されている場合は優先日から 18月が経過

したときは，特許出願を公開しなければならない。 

(2-1) 新規性及び進歩性を決定するに際し，機密指定された特許出願は，特許出願が取り下

げられ，取り下げられたとみなされ又は拒絶されたのでない限り，提出日又は優先権が主張

される場合は優先日から 18月以後に公開されたとみなされる。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 出願人の請求があったときは，特許出願は，(2)に定めた期間が満了する前に公開されな

ければならない。 

(4) 次の条件に該当するときは，特許出願は公開されない。 

1) 特許出願が取り下げられていること又は取り下げられたとみなされていること 

2) 特許出願が拒絶されたこと 

3) 特許出願書類の様式又は内容に係る不備のために特許出願の公開が妨げられたこと 

4) 特許出願が機密指定されたこと 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(5) 出願人は，特許出願の公開について書面で通知される。 

(6) 特許出願の公開に関する通知は，特許庁の公報に公告する。 

(7) (6)に定めた通知の公告日を，特許出願の公開日とみなす。 

(8) 特許出願の公開についての手続は，法務大臣が定めるものとする。特許出願の公開に関

しては，技術的準備の期間として最長 1月の期間を設けることができ，当該期間においては，

その特許出願に訂正又は補足をすることができず，その特許出願を取り下げることができず，

また，権利の移転に関する手続は停止しなければならない。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 25条 特許出願の訂正及び補足 

(1) 出願人は，特許出願の処理中は，特許出願を訂正し，かつ，補足することができる。た

だし，その特許出願日において特許出願に開示されていた発明の内容が変更されないことを

条件とする。 

(2) 訂正又は補足が，発明の本質的特徴であって，その特許出願日において特許クレーム，

発明の説明，図面その他の図示的資料に記載されていなかったものを含んでいるときは，当

該の訂正又は補足は発明の内容を変更するものとみなす。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 訂正及び補足が発明の内容を変更するものであるときは，特許庁は，当該訂正及び補足

を拒絶する旨を決定し，それについて出願人に書面で通知しなければならない。 

(4) 第 24条により特許出願が公開された後は，出願人は，特許保護の範囲を拡大することに

なる訂正又は補足をすることができない。 
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(5) 特許庁が第 23条(4)又は(5)により決定を行った後は，出願人は，当該決定の日から 2 月

以内に 1 回に限り，その特許出願の訂正及び補足をすることができ，その場合は，国の手数

料を納付しなければならない。明白な誤記又は計算違いを訂正するときは，国の手数料の納

付を必要としない。特許庁は，提出された訂正及び補足を基にして，新たな決定を行うこと

ができる。 

(6) 出願を処理するときに，特許庁は，出願人の承認を得ずに，明白な誤記を訂正し，不必

要なデータを消去し，発明の説明，特許クレーム及び図面を除く特許出願書類を編集するこ

とができる。発明の内容の要約は，出願人の承認を得ないで補正することができる。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 25-1条 期限の設定及び延長 

(1) 本法に定めた事件については，特許庁は 2月から 4月の期限を定めることができる。例

外的な場合においては，特許庁は 6月の期限を定めることができる。 

(2) 事件に関して正当な事由があるときは，出願人は，(1)によって定められた期限内に，特

許庁が定めた期間の延長を請求する権利を有する。期間延長の請求は，期限満了前に特許庁

にしなければならない。期間延長に関する特許庁の決定は，最終的なものである。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 26条 特許出願の取下 

(1) 出願人は，特許出願の取下請求を提出することができ，処理中の特許出願を取り下げる

ことができる。特許出願の取下請求を特許庁が受領した日が当該特許出願の取下日となる。

特許出願書類は返還されない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(2) 複数の者が 1特許を出願している場合，その特許出願取下の請求は，それらの者全員の

同意を得て行わなければならない。 

(3) 次に該当する場合は，特許庁は，特許出願が取り下げられたとみなす。 

1) 出願人が第 22 条(7)による予備処理の過程で不備の除去又は説明の提示を求める旨の請

求を特許庁から受け，指定された日までにこれを遵守しなかったこと，正当な理由なく合意

された時期に第 29-2条に定める口頭手続に出頭しなかったこと，又は第 27条(3)による特許

出願処理の再開請求をしなかったこと 

2) 出願人が第 23条(2)による審査の過程で説明の提示若しくは訂正，補足若しくは翻訳文の

提出を求める旨の請求を特許庁から受け，指定された日までにこれを遵守しなかったこと，

正当な理由なく合意された時期に第 29-2条に定める口頭手続に出頭しなかったこと，又は第

27 条(3)による特許出願処理の再開請求をしなかったこと 

3) 出願人が国の手数料を適時に納付しなかったこと，又は納付した国の手数料に関するデー

タを所定の期間内に提出しなかったこと 

4) (廃止－RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

5) 実用新案法第 19条により，実用新案の登録出願が特許出願を基礎として提出されている

こと 

(RT I 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 
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第 27条 特許出願処理の停止及び再開 

(1) 本法に従って特許庁が定めた手続履行のための期限を出願人が遵守しなかった場合は，

特許庁は，特許出願の処理を停止しなければならず，かつ，その旨を出願人に書面で通知し

なければならない。特許出願の処理は，第 22 条(7)又は第 23 条(2)により異論提出のために

定められた期日を出願人が遵守しなかった場合は，停止されない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(2) 第 48条(1)又は第 49条(1)に基づいて訴訟が提起された場合は，特許出願の処理は，判

決が効力を生じるまで停止しなければならない。 

(3) (1)により停止された特許出願処理は，出願人が，特許出願処理を停止する旨の通知を受

けてから 2 月以内，又は停止通知を受領しなかったときは，履行しなかった手続の履行期日

から 6 月以内に，特許出願処理の再開を請求し，期限を遵守しなかったのは故意によるもの

でないことを証明し，所定の手続を履行し，更に国の手数料を納付した場合に再開されるも

のとする。 

(4) 特許出願処理の停止は，第 42条に定める有効年度に対する国の手数料が納付期限までに

納付されなかった場合は，出願人に対し，その納付期限を延期する又は回復する権利を与え

るものではない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 28条 特許出願処理の終結 

(1) 特許庁は，取り下げられたか又は取り下げられたとみなされる特許出願の処理を終結さ

せなければならない。 

(2) 出願人には，特許出願処理の終結について書面で通知するものとする。 

 

第 29条 特許出願処理の再開 

(1) 特許庁が，第 26条(3)1)，2)又は 3)により，特許出願が取り下げられたとみなして特許

出願処理を終結させたときは，出願人は，特許出願処理の再開を請求することができる。た

だし，前記規定に定めた手続の不履行が，不可抗力又は出願人若しくは出願人を代理する特

許代理人の支配を超える他の障害によって生じたことを条件とする。 

(2) 出願人が，障害が消滅してから 2月以内に特許出願処理の再開を請求し，障害が存在し

たことを証明し，所定の手続を履行し，更に国の手数料を納付したときは，特許庁は，特許

出願処理を再開しなければならない。 

(3) 特許出願処理の再開は，履行しなかった手続の履行期日から 1年以内に請求することが

できる。 

(4) (1)から(3)の規定は，第 9条(2)，第 21条(2)，(7)及び(9)並びに第 33条(3)に定めた期

間に関しては適用しない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 29-1条 出願人の異論提出権 

特許庁は，特許出願の予備処理又は審査の段階で明らかになった事実が，本法の規定により，

特許出願の拒絶をもたらすことになると認定したときは，特許出願の拒絶を決定する前に，

出願人に対し，予定している決定及び拒絶する理由となる事実を通知し，かつ，口頭又は書
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面による異論を提出するための機会を少なくとも 1回与えなければならない。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 29-2条 口頭手続 

(1) 特許庁は，特許出願に関する説明を提供するため又はその処理に関する問題を解決する

ための口頭手続のために，出願人を特許庁に召喚することができる。 

(2) 出願人は，第 29-1条に定める口頭による異議を提出するための口頭手続を請求すること

ができる。 

(3) 口頭手続は，合意された時期に実施する。 

(4) 特許庁又は出願人は，特許庁による召喚状発行日又は特許庁による出願人の請求の受理

日の 2月前より早く又は 6月後より遅く口頭手続を実施するよう請求する権利を有しない。 

(5) 口頭手続について議事録を作成し，少なくとも以下の事項を記載する。 

1) 特許出願番号 

2) 口頭手続日 

3) 口頭手続に参加した者の名称及び職名 

4) 口頭手続の目的 

5) 口頭手続の進行の概略 

6) 両当事者が達した合意又は反対意見 

7) 当該手続に参加した者の署名 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 30条 特許庁の決定に対する不服申立 

(1) 出願人は，特許庁の決定に対し，審判委員会に不服を申し立てることができる。 

(RT I 2008, 59, 330 - 2009年 1月 1日施行) 

(2) 出願人は，決定が行われた日から 2月以内に不服を申し立てることができ，また，国の

手数料を納付しなければならない。 

(3) 審判委員会は，決定をもって次の行為をすることができる。 

1) 不服申立を却下すること，又は 

2) 特許庁に対し，その決定を取り消すと共に，審判委員会の決定書に記載した事情を考慮し

て処理を継続するよう要求すること 

(4) 不服申立を認めたときは，国の手数料を返還する。 

(5) 不服申立の一部を認めたときは，審判委員会は，返還する国の手数料額を決定しなけれ

ばならない。 

(RT I 2005, 39, 308- 2006年 1月 1日施行) 

 

第 31条 特許出願処理の終了 

特許出願処理は，特許の付与又は特許出願の拒絶をもって終了する。 
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第 VI章 国際出願 

 

第 32条 国際出願の定義 

(1) 本法の適用上，「国際出願」とは，1970年 6月 19日にワシントンで作成された特許協力

条約(RT II 1994, 6/7, 21)(以下「特許協力条約」という)に基づいて行われる国際出願をい

う。 

(2) 特許庁は，特許協力条約第 2条の定義による受理官庁，指定官庁及び選択官庁である。 

(3) 特許庁は，エストニア国民又はエストニア共和国に居所若しくは本拠地を有する者によ

る国際出願の受理官庁である。 

(4) 国際出願は，特許協力条約並びにその施行規則及び実施細則に従って英語又はドイツ語

により作成し，受理官庁である特許庁に提出しなければならず，国の手数料及び特許協力条

約に規定されている手数料を納付しなければならない。 

(5) 特許庁は，エストニア共和国が指定国又は選択国として表示されている国際出願につい

ての指定官庁又は選択官庁である。 

(6) エストニア共和国が指定国として表示されている国際出願は，第 19条及び第 20条に従

って行われた特許出願と同等であるとみなされる。 

(7) エストニア共和国が指定国として表示されている国際出願は，特許協力条約に基づき受

理官庁が定めた国際出願日に，特許庁に対して行われたとみなす。 

(7-1) エストニア共和国が指定国として表示されている公開された国際出願に記載されてい

る発明には，第 18条による仮保護が与えられるものとし，その開始日は，第 33条(1)に従っ

て提出された国際出願のエストニア語翻訳文を特許庁が公開した日，又は仮保護について効

力発生の繰上を出願人が請求しているときは，公開された国際出願の特許クレームに係るエ

ストニア語翻訳文を，エストニア共和国においてその発明を実施している者に対し出願人が

送付した日，若しくは特許庁が当該翻訳文を公表した日とする。ただし，その翻訳文が特許

庁に送付されており，翻訳文の公表のために納付されるべき国の手数料が納付されているこ

とを条件とする。 

(8) 特許庁は，エストニア共和国が指定国として表示されている国際出願を審査しなければ

ならない。 

(9) 特許協力条約によって規定されている当該手数料の納付に関する手続は，法務大臣がこ

れを定める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(10) 特許庁にする国際出願の手続は，法務大臣がこれを定める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 33条 国際出願の処理に関する規定 

(1) 国際出願が国内処理のために受理されるためには，出願人は，優先日から 31月以内に，

その旨の請求書を，国際出願のエストニア語翻訳文を添付して特許庁に提出し，かつ，国の

手数料を納付しなければならない。第 42 条(9)に規定した状況においては，出願人は，前記

の請求書の提出日から 2 月以内に，第 1，第 2 及び第 3 の有効年度に対する国の手数料を納

付しなければならない。 

(2) (廃止－RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 
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(3) 正当な事由があるときは，出願人は，(1)に定めた国際出願の翻訳文の提出について追加

の期間を受けることができるが，優先日から 33月目の終わりを超えてはならず，また，優先

権が複数ある場合は，最先の優先日から 33 月目の終わりを超えてはならない。(1)に定めた

31 月の期間の終わりまでに 2月を超える期間が残る場合は，追加の期間は与えられない。翻

訳文提出の場合又は本条に定めた 33月の期間満了の場合は，国の追加手数料を納付しなけれ

ばならない。 

(3-1) 国内で処理される国際出願は，優先日から 20月が経過した場合を除き，当該出願が特

許協力条約第 21 条により国際的に公開されるとき以降で最も早い機会に公開されなければ

ならない。 

(3-2) 国内処理のための国際出願の受理及び国際出願の公開のための手続は，法務大臣がこ

れを定める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(4)-(5) (廃止－RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

(6) 国際出願は，次の場合においては，第 32条(6)及び(7)に定めた効果を喪失するものとす

る。 

1) 特許協力条約第 24条(1)(i)及び(ii)の規定が適用される場合 

2) 出願人が本条(1)又は(3)に規定した要件を遵守しなかった場合 

3) 出願人が本法第 13-1条に定めた代理人委任の要件を遵守しなかった場合 

(6-1) 国際特許出願は，次の何れかの場合においては，拒絶される。 

1) 出願人が(1)に定めた期間を守らなかった又は所定の国の手数料額を納付しなかった場合 

2) 出願人が(3)に定めた追加の期間内に所定の国の手数料額を納付しなかった場合，又は 

3) 出願人が(3-2)に基づいて定められた手続の要件を遵守しなかった場合 

(7) 出願人が国際予備審査の結果を使用する国としてエストニア共和国を選択している場合

は，特許庁は，出願人に対し，国際出願において指定されている国の特許庁による審査結果

を提出するよう請求することができない。 

(8) 国際出願が発明の単一性の要件を遵守していないこと，及び出願人が追加の国際調査又

は国際予備審査について特許協力条約によって規定されている手数料を納付していないこと

を理由として，国際出願の一部に関し国際予備審査又は国際調査が行われていない場合は，

特許庁は，国際出願の当該部分について，国際調査又は予備審査を行わないとする国際調査

機関又は国際予備審査機関の決定が正しいか否かを検証しなければならない。決定が正しい

と証明された場合は，国際出願の内発明の単一性の要件を遵守していない部分は，取り下げ

られたとみなす。それに該当しない場合は，特許庁は，国際出願の全体について処理を継続

しなければならない。特許庁は，その決定を出願人に書面で通知しなければならない。 

(9) 特許庁は，発明の単一性に違反している国際出願の部分に第 9条(2)の規定を適用するも

のとするが，ただし，出願人が，(8)に定めた特許庁の決定の日から 2月以内に，その旨の請

求を行うことを条件とする。 

(10) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒絶したか若しくは国際出願は取り下げられた

とみなす旨を報告した場合，又は世界知的所有権機関の国際事務局(以下「国際事務局」とい

う)が特許協力条約第 12条(3)による決定をした場合，又は受理官庁がエストニア共和国の指

定は取り下げられたとみなす旨を報告した場合は，出願人は，その旨の報告又は決定を受領

してから 2 月以内に，当該国際出願をエストニア共和国において審査すること及び国際事務
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局が特許庁に当該国際出願の写しを送付することを請求することができる。出願人は，特許

庁が定める期間内に，国際出願の翻訳文，及び所定の事情においては，特許代理人に関する

情報を特許庁に提出しなければならず，かつ，国の手数料を納付しなければならない。特許

庁は，受理官庁又は国際事務局による決定が正当であるか否かを検証し，その結果を出願人

に通知しなければならない。受理官庁又は国際事務局による決定が正当でない場合は，その

出願は，国際出願として審査されるものとする。 

(11) 受理官庁，国際調査機関，国際予備審査機関若しくは国際事務局が定めた行為又は(1)

に規定した行為を，出願人が不可抗力又は出願人の支配を超える他の障害によりその期限ま

でに行わなかったという理由で国際出願の処理が終結させられた場合は，特許庁は，エスト

ニア共和国における国際出願の処理を再開しなければならない。ただし，出願人が第 29 条

(2)及び(3)の規定に従うことを条件とする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 33-1 条 国際出願及び国際出願処理のファイル並びに当該ファイルに含まれる情報の閲

覧及び提供 

(1) 国際出願及び国際出願処理のファイルは，特許協力条約第 2条による受理官庁としての

特許庁に提出された国際出願書類に関する事項及びその処理の情報を体系的にまとめたもの

である。国際出願及びその処理に関する情報は，処理ファイルが閉鎖されるまで，当該ファ

イルに保存される。 

(2) 国際出願及び国際出願処理のファイルの閲覧及び当該ファイルからの情報の提供は，国

際出願の特許協力条約第 21条にいう公開前においては，禁止される。 

(3) 特許協力条約第 21条により国際出願が公開された後は，何人も国際出願ファイルを閲覧

することができる。 

(4) 国際出願及び国際出願処理のファイルからの情報の提供には，監督権を有する国家機関

又は裁判所への情報の提供を除き，手数料が課される。当該情報の提供には，国の手数料が

課される。 

(5) 国際出願及び国際出願処理のファイルは，法務大臣がこれを設定する。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 
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第 VII章 特許登録簿 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 34条 特許登録簿 

(1) 本法及び工業所有権法基本規則に基づいて，かつ，これらの法規に規定された手続に従

って，特許登録簿(以下「登録簿」という)を維持する。 

(2) (1)にいう法規に規定された場合においては，登録簿記入に関する通知を特許庁の公報で

公告する。特許庁は，公益のために，かつ，特許庁の公報規程に定めた手続により，他の登

録簿記入及び他の情報に関する通知を特許庁の公報で公表することができる。ただし，それ

らの公表がこれらの法規又は国際協定に基づいて禁止又は制限されていない場合に限る。 

(3) 特許庁の公報規程は，法務大臣によって承認されなければならない。特許庁の公報の名

称は，「Eesti Patendileht」とする。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 35条 発明の登録簿への登録 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(1) 特許出願が処理のために受理されたときは，特許出願の出願日及び番号，第 19条に基づ

いて提出された書類及び出願人が自発的に提出したその他の書類並びに工業所有権法基本規

則第 25 条による書類に含まれる情報の特許庁における受領を登録簿に記入するものとする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(2) 特許出願処理の過程においては，本法に従って行われた手続行為に関する情報及び通知，

受領及び発行された書類，本法に規定された期限及び特許庁により決定された期限を登録簿

に記入するものとする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(3) 発明に特許保護が与えられたときは，登録簿に登録記入を行うものとする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(4) 登録記入は，第 23条(4)に従い，特許を付与する決定に基づいて行うものとする。ただ

し，出願人が当該決定の行われた日から 3月以内に国の手数料を納付することを条件とする。

国の手数料の所定額が所定の期間内に納付されなかった場合は，特許出願は取り下げられた

ものとみなす。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(5) 登録事項は，次のとおりである。 

1) 登録番号 

2) 登録日 

3) 発明の名称 

4) 国際特許分類記号 

5) 発明者の姓名及び宛先 

6) 特許所有者の姓名並びに居所又は事業本拠地の宛先及び国コード。法人の場合は，名称，

本拠地の宛先及び国コード 

7) 特許有効期間の開始日 

8) 特許有効期間の満了日 
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9) 特許代理人の場合は，特許代理人の姓名 

10) 共通の代表者の場合は，共通の代表者の姓名。共通の代表者が法人である場合は，法人

の名称 

11) 特許出願番号 

12) 特許出願日 

13) 優先権に係る事項(優先日，国名，出願番号) 

14) 分離出願の元である先の特許出願の番号及び出願日 

15) 継続される先の特許出願の番号及び出願日 

16) 先の特許出願に係る訂正及び補足であって，発明の内容を変えるものの提出日 

17) 国際出願又は欧州特許出願に関する事項 

18) 特許出願の公開日 

19) 第 8条(3)にいう情報開示日 

20) 微生物菌株を含む生物工学材料の寄託に関する事項 

21) 特許出願の維持の年度に関する国の手数料の納付に係る事項 

22) 特許クレーム 

23) 発明の説明 

24) 図面又は他の図示的資料 

25) 医薬品の補充的保護に関する事項 

26) 植物保護製品の補充的保護に関する事項 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(6) (4)にいう出願人は，登録簿に特許所有者として記入する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(7) 登録には，発明が登録された順に付番する。番号は，1940年に停止された登録番号に続

けて 02932から始める。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(8) 発明が登録簿に登録されたときは，特許庁は，特許出願が機密指定されない限り，特許

付与の通知及び特許明細書をその公報に公告する。通知の公告日は，登録簿に記入しなけれ

ばならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(9) 登録は，特許付与の通知が特許庁の公報に公告された日から効力を生じる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 35-1条 登録簿記入事項の閲覧及び提供 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(1) 登録簿は公開する。何人も，第 24条により公開された特許出願に関する登録ファイル及

びデータベース記録に記入された事項を閲覧する権利を有する。ただし，同条に規定する制

限事項及び発明者の名称の開示を禁止する発明者の権利を考慮に入れるものとする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(2) 秘密指定されている営業秘密若しくはノウハウ又は機密指定された特許出願に関する情

報に関しては，登録簿上の如何なる情報も提供しない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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(3) 登録ファイルを閲覧するため又は登録簿の謄本若しくはプリントアウトを受領するため

には，書類の各ファイル，謄本又はプリントアウトに係る国の手数料の納付に関する情報を

添えて，請求書を提出しなければならない。出願人，特許所有者及び発明者は，自己の発明

に関する登録ファイルを無料で閲覧することができる。前記の者により権限が付与された場

合は，他の者もまた，登録ファイルを無料で閲覧することができる 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(4) 出願人又は特許所有者の書面による請求があり，かつ，国の手数料が納付されたときは，

特許庁は，特許出願の謄本及び特許庁による公式の確認を内容とする，発明の優先権を証明

する書類を発行する。優先権を証明する書類の作成に係る様式及び手続の要件は，法務大臣

がこれを定める。 

(RT I, 28.12.2011 - 2012年 1月 1日施行) 

(5) 登録簿の閲覧及び登録簿からの情報の提供に係る手続は，法務大臣がこれを定める。 

(RT I, 28.12.2011 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 35-2条，第 35-3条 (廃止) 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 35-4条 特許明細書 

(1) 特許明細書には，発明の説明，特許クレーム，図面その他の図示的資料，発明の内容の

要約，及び次の情報を含める。 

1) 特許明細書を発行した行政機関の名称 

2) 当該書類の名称及び番号 

3) 発明の名称 

4) 国際特許分類記号 

5) 発明者の姓名及び宛先 

6) 特許所有者の姓名並びに居所又は事業本拠地の宛先及び国コード。法人の場合は，名称，

本拠地の宛先及び国コード 

7) 特許代理人の場合は，特許代理人の姓名及び宛先 

8) 共通の代表者の場合は，共通の代表者の姓名。共通の代表者が法人である場合は，法人の

名称 

9) 特許出願の番号及び出願日 

10) 優先権に係る事項 

11) 国際出願又は欧州特許出願に係る事項 

12) 微生物菌株を含む生物学的材料の寄託に係る事項 

13) 特許出願の公開日 

14) 特許明細書の公告日 

15) 特許有効期間の開始日 

(2) 特許庁は，登録事項を登録簿に記入した後，特許明細書を作成する。 

(3) 特許明細書は，登録ファイルに保管する。 

(4) 特許明細書は，特許付与の通知の公告日に公告しなければならない。 

(5) 特許明細書の作成に係る様式及び手続の要件は，法務大臣がこれを定める。 
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(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 36条 特許証 

(1) 特許証は，発明の登録簿への登録を証明する書類である。 

(2) 特許証は，証明書及び特許明細書をもって構成する。 

(3) 証明書には，次の事項を含める。 

1) 国名－エストニア共和国 

2) 国の紋章－エストニア共和国の小紋章 

3) 特許証番号 

4) 次の文言，すなわち「本特許は，1994年 5月 23日に施行された特許法第 5条に基づいて

付与されたものである。特許は，特許出願日から 20年間有効とする。特許を維持するために

は，特許が有効な各年度分の国の手数料を納付しなければならない。この特許証は，特許明

細書に記載される登録及び当該特許の所有者の発明に対する排他権を証明する。」 

5) 特許証を発行した行政機関に関する情報(当該行政機関の名称及び所在地，当該行政機関

の長の役職名，名称及び署名，当該行政機関の印章) 

6) 特許証の署名日 

(4) 特許証が当該書類を発行した行政機関の長によって署名された日を当該特許証の発行日

であるとみなす。特許証の発行日は，登録データベースに記入する。 

(5) 登録番号は，同時に特許証の番号でもある。登録番号及び特許証の番号は，特許番号と

みなす。 

(6) 特許庁は，特許付与の通知の公告日から 1月以内に，特許証を特許所有者に発行しなけ

ればならない。 

(7) 特許所有者の人数に拘らず，特許証は 1通のみを発行する。 

(8) 特許所有者からの請求があったときは，特許証の副本を発行することができる。副本は，

請求書及び国の手数料の納付に関する情報を特許庁が受領してから 1 月以内に発行しなけれ

ばならない。副本発行についての通知は，特許庁の公報に公告する。 

(9) 特許証の作成及び発行に関する様式及び手続の要件は，法務大臣がこれを定める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 
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第 VII-1章 エストニアにおいて有効な欧州特許の登録簿 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 36-1条 エストニアにおいて有効な欧州特許の登録簿 

(1) エストニアにおいて有効な欧州特許に関しては，本法，欧州特許の付与に関する条約施

行法(RT I 2002, 38, 233; 2003, 88, 594)及び工業所有権法基本規則に定める手続に基づ

いて登録簿を維持する。 

(2) (1)にいう法規に規定する場合の登録簿記入に関する通知は，特許庁の公報に公告する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 36-2条 エストニアにおいて有効な欧州特許の登録簿への欧州特許の記入 

(1) エストニア共和国が指定国として表示されている欧州特許は，欧州特許の付与に関する

条約施行法第 7条(1)に規定する条件を遵守したときに，同法第 20条(1)2)に基づいて定めら

れた手続に従ってエストニアにおいて有効な欧州特許の登録簿に記入する。 

(2) 登録には，欧州特許が登録された順に付番する。登録番号の様式は E000000とし，番号

「1」からの 6桁の番号は登録の一連番号と一致するものとする。欧州特許の付与に関する条

約(以下「欧州特許条約」という)(RT II 2002, 10, 40)の規定は，その他の登録事項及び登

録記入を行う手続に関して適用する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 36-3 条 特許登録簿の維持を規制する規定の，エストニアにおいて有効な欧州特許の登

録簿への適用 

特許登録簿に関する相応する規定は，欧州特許の付与に関する条約施行法第 17 条 2)から 7)

までに定める記入に適用する。欧州特許の付与に関する条約施行法の規定と欧州特許条約の

規定とが相違する場合には，欧州特許条約の規定が優先する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 
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第 VIII章 特許の効力 

 

第 37条 特許の有効期間 

(1) 特許は，特許出願日から 20年間有効とする。 

(2) 特許出願及び特許を維持するためには，有効な各年度分の国の手数料を納付しなければ

ならない。特許出願日を，有効年度の初日であるものとみなす。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 38条 特許期間満了前の特許失効 

(1) 特許は，次の場合は，期限前に失効する。 

1) 有効年度に対する国の手数料が納付されなかった場合 

2) 特許所有者が特許の失効を請求した場合 

3) 特許所有者である法人が清算されたか，又はその活動が終結させられ，かつ，その特許権

が移転されていない場合 

(2) 特許庁は，登録簿に期間満了前の特許失効に関する記入を行い，特許庁の公報にその旨

の通知を公告しなければならない。 

 

第 39条 特許の補正 

(1) 特許所有者は，特許の有効期間中，特許クレームを補正することによって特許保護の範

囲を減縮し，かつ，特許明細書における書誌データ並びに明白な誤記又は計算違いを訂正す

ることができる。補正の請求書，新たな特許クレーム及び必要な場合は新たな発明の説明を

特許庁に提出し，かつ，(4-1)に定める国の手数料を納付しなければならない。特許庁は，自

己の誤りを，自己の発意により又は特許所有者からの請求を受けて，無料で訂正しなければ

ならない。 

(2) 特許所有者は，特許の補正を請求することができるが，その補正がその特許出願日に特

許出願に開示された発明の内容を変更しないことを条件とする。 

(3) 補正は遡及効果を有する。 

(4) 特許庁は，特許を補正する旨の通知を特許庁の公報に公告しなければならない。特許ク

レームが補正された場合は，新たな特許明細書も公告しなければならない。 

(4-1) 特許の補正を請求する場合において，書誌データ及び誤記又は計算違いを訂正すると

きは，特許明細書の補正に関する通知の公告に係る国の手数料を納付しなければならず，ま

た，特許保護の範囲を減縮するときは，特許クレームの補正に関する通知の公告及び新たな

特許明細書の公告に係る国の手数料を納付しなければならない。 

(5) 審判委員会又は裁判所において特許係争の手続が行われている間は，特許所有者は，特

許庁に特許の補正を請求することができない。 

(6) 特許付与通知が公告された後 2年間は，特許所有者は，特許の保護範囲を制限している

明白な誤記又は計算違いを訂正するための補正を特許庁に請求することができる。 

(7) (6)にいう補正が特許の保護範囲を拡張した場合，その拡張は，補正をする旨の通知が公

告される前に，特許保護に係る原範囲を考慮して経済的な又は業としての活動を行っていた

者の権利を制限しないものとする。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 
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第 VIII-1章 医薬品及び植物保護製品の補充的保護 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 39-1条 医薬品及び植物保護製品の補充的保護を規定する法令 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

医薬品及び植物保護製品の補充的保護(以下「補充的保護」という)が，医薬品の補充的保護

証明書の創設に関する理事会規則(EEC)No.1768/92(1992年 7月 2日 OJ L 182, 02.07.1992, 

1-5 頁)，小児用医薬品に関する欧州議会及び理事会の規則(EC)No.1901/2006，及び改訂規則

(EEC)No.1768/92，指令 2001/20/EC，指令 2001/83/EC 及び規則(EC)No.726/2004(OJ L 378, 

27.12.2006, 1-19 頁)，及び植物保護製品の補充的保護証明書の創設に関する欧州議会及び

理事会の規則(EC)No.1610/96(OJ L 198, 08.08.1996，30-35頁)(以下「補充的保護規則」と

いう)及び本法に従って規定される。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 39-2条 補充的保護申請の提出 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(1) 補充的保護申請は，特許庁に提出する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(2) 補充的保護申請を提出したときは，補充的保護申請の提出日から 2月以内に国の手数料

を納付しなければならない。当該国の手数料の納付期間は，延長することができない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(2-1)欧州議会及び理事会規則(EC)No.1901/2006第 36条に基づき小児用医薬品の補充的保護

の延長申請を提出したときは，補充的保護の延長申請の提出日から 2 月以内に国の手数料を

納付しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(3) 補充的保護申請書類の様式及びこの書類の提出手続に係る要件は，法務大臣がこれを定

める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 39-3条 補充的保護申請の処理 

(1) 特許庁は，補充的保護申請が該当する補充的保護規則の規定，法務大臣が定めた補充的

保護申請書類の様式に係る要件及び国の手数料の納付期間を遵守しているか否かを検証する。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(2) 特許庁は，医薬品又は植物保護製品が初めて登録されるのか否か，また，この医薬品又

は植物保護製品が以前に補充的保護を付与されたことがあるか否かについては検証しない。 

(3) 補充的保護申請書類に不備がある場合は，特許庁は，不備を除去し又は説明を提出する

ための 2 月から 4 月までの，又は例外的に 6 月までの期間を設ける。補充的保護申請の処理

の停止及び再開については第 27条の規定を適用する。 

(4) 補充的保護申請が要件を遵守している場合は，特許庁は，補充的保護を付与する決定を

行い，補充的保護の申請人に書面でその旨を通知する。 

(5) 補充的保護申請が要件を遵守していない場合，国の手数料の所定額が期限内に納付され
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なかった場合，又は書類の不備が所定期間内に(3)に従って除去されなかったか若しくは説明

が提出されなかった場合は，特許庁は，第 29-1条の規定に従い当該補充的保護申請を拒絶す

る決定を行い，補充的保護申請の申請人に書面でその旨を通知する。特許庁の決定に対する

不服申立については，第 30条の規定を適用する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 39-4条 補充的保護に関する通知の公告 

特許庁は，該当する補充的保護規則が定める通知を特許庁の公報に公告する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 39-5条 補充的保護の登録簿への登録 

(1) 補充的保護は，基本特許に基づいて，該当する補充的保護規則が定める事項を第 VII章

にいう特許登録簿又は第 VII-1 章にいうエストニアにおいて有効な欧州特許の登録簿に記入

することにより，登録する。 

(2) 補充的保護が付与された場合は，(1)にいう該当する登録簿に登録事項を記入する。 

(3) 登録事項の記入は，第 39-3条(4)にいう特許庁の決定，審判委員会の決定又は裁判所の

判決に基づいて行う。 

(4) 登録事項は，次のとおりとする。 

1) 登録番号 

2) 登録日 

3) 該当する補充的保護規則に定める補充的保護証明書に関する情報 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 39-6条 補充的保護の効力発生及び期間延長 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(1) 補充的保護の効力発生又は補充的保護の期間延長のためには，第 42条(6)から(8)までに

従って国の手数料を納付しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(2) 欧州議会及び理事会規則(EC)No. 1901/2006第 36条に基づく小児用医薬品の補充的保護

の延長のためには，補充的保護の期間満了前 6 月以内に国の手数料を納付しなければならな

い。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 39-7条 補充的保護証明書の発行 

(1) 特許庁は，補充的保護の付与に関する通知を特許庁の公報に公告すると同時に，医薬品

又は植物保護製品に係る補充的保護の申請人に補充的保護証明書を発行する。 

(2) 補充的保護証明書の様式及び発行手続の要件は，法務大臣がこれを定める。 

(RT I, 28.12.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 
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第 IX章 国の手数料 

 

第 40条 国の手数料 

本法に定めた事件において，手続の履行，書類の発行，並びに特許出願及び特許の維持につ

いては，国の手数料法に規定された料金に従って国の手数料を納付しなければならない。 

(RT I 2006, 58, 439 - 2007年 1月 1日施行) 

 

第 41条 国の手数料の納付 

(1) 国の手数料は，特許出願人，特許所有者，補充的保護の所有者，又は本法に定めた行為

の履行，書類の発行又は特許出願，特許若しくは補充的保護の維持に利害関係を有する他の

当事者が納付しなければならない。出願人，特許の所有者又は補充的保護の所有者との合意

により，国の手数料は，他の当事者が納付することができる。特許出願，特許又は補充的保

護の移転の場合には，出願人，特許の所有者若しくは補充的保護の所有者，又は特許出願，

特許若しくは補充的保護の譲受人，又はこれらの者と合意した他の当事者が国の手数料を納

付しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(2) 国の手数料は，納付された国の手数料に関する情報を特許庁が受領したときは，納付さ

れたとみなす。納付が同じ手続について一度より多く又は異なる当事者により誤ってなされ

た場合には，正しい金額で納付された国の手数料に関して受領した最初の情報が，国の手数

料の納付の基準とみなされる。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(3) (廃止－RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 42条 有効年度に係る国の手数料の納付 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(1) 有効年度に係る国の手数料は，納付期日に又は納付期日前 6月以内に納付しなければな

らない。有効年度が始まる暦月の末日を納付期日とみなす。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(2) 第 1，第 2 及び第 3 有効年度に係る国の手数料は，第 3 有効年度に係る納付期日に又は

第 3有効年度に係る国の手数料の納付期日前 6月以内に同時に納付しなければならない。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(3) 有効年度に係る国の手数料は，国の追加手数料も納付することを条件として，納付期日

後 6月以内に納付することができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(4) 特許の出願人又は所有者が同時に発明者であり，かつ，エストニア共和国において発明

の利用のために真摯な準備を行っている場合は，特許庁は，当該出願人又は所有者に対し，

最初の 5 有効年度にかかる国の手数料の納付に猶予期間を与えることができる。猶予期間を

求める申請及び発明の利用のための準備の証拠は，該当する納付期日が経過する前に特許庁

に提出しなければならない。有効年度に係る国の手数料の納付についての猶予期間付与に関

する特許庁の決定は，最終的なものである。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 
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(5) 特許庁が猶予期間を求める申請を認めることを拒絶し，かつ，納付期日が過ぎている場

合は，有効年度に係る国の手数料は，特許庁による決定の日から 2 月以内に，国の追加手数

料を伴わずに，納付することができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(6) 補充的保護の最初の有効年度に係る国の手数料は，納付期日に又は納付期日前 6月以内

に納付しなければならない。基本特許の有効期間が終了する暦月の末日を納付期日とみなす。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(7) 補充的保護の各翌有効年度及び小児用医薬品に関する補充的保護の有効期限の延長に係

る国の手数料は，納付期日に又は納付期日前 6 月以内に納付しなければならない。補充的保

護の各有効年度が開始する暦月の末日，又は小児用医薬品の場合は，補充的保護の延長され

た有効期間が開始する暦月の末日を納付期日とみなす。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(8) 補充的保護の有効年度に係る国の手数料は，国の追加手数料も納付することを条件とし

て，納付期日が過ぎた後 6月以内に納付することができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(9) 国内処理を求めて国際出願をする場合において，国内処理のための受理を求める請求書

を提出する日までに国の手数料の納付期日が過ぎているときは，(3)に定めた国の追加手数料

を加えずに，第 1，第 2及び第 3有効年度に係る国の手数料を納付しなければならない。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

(10) 第 9条(2)又は(3)に基づいて特許分離出願がなされた場合は，出願人は，原特許出願の

出願日が特許分離出願の有効年度の計算の基礎であることを考慮して，分離出願の特許庁へ

の実際の出願日から 2 月以内に，先行するすべての有効年度に係る国の手数料を納付しなけ

ればならない。納付期日が過ぎた最終有効年度の場合において，(3)に定めた国の追加手数料

の納付に係る 6 月の期間がまだ経過していないときは，当該有効年度に係る国の手数料は，

国の追加手数料を加えずに，特許分離出願の特許庁への実際の出願日から 2 月以内に納付す

ることができる。前記 2 月の期間内に最終有効年度に係る国の手数料が納付されなかった場

合は，当該国の手数料は，国の追加手数料も納付することを条件として，(3)に規定する 6月

の期間末まで納付することができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1 日施行) 

(11) 不可抗力，又は出願人，特許所有者，補充的保護の所有者又はこれらの代理人の支配を

超える何らかの障害により国の手数料が納付されない場合も，有効年度に係る国の手数料を

納付することができる。出願人，特許所有者又は補充的保護の所有者が，特許出願，特許の

効力又は補充的保護の効力についての処理再開の請求書を提出し，不可抗力又は自己の若し

くは自己の代理人の支配を超える何らかの障害があったことを当該障害の消滅後 2 月以内に

証明し，かつ，有効年度に係る国の手数料及び(3)，(8)又は(10)に定める場合の補足的な国

の手数料，及び特許出願，特許の効力又は補充的保護の効力についての処理の再開のための

手数料を納付した場合には，特許庁は，特許出願，特許の効力又は補充的保護の効力につい

ての処理を再開する。前記の請求書は，本条において定める期日から，又は(3)，(8)若しく

は(10)に定める場合はこれらの項に規定する期間の満了から，1 年以内に提出することがで

きる。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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第 X章 特許の権利の移転 

 

第 43条 特許出願権の移転 

(1) 特許出願権の発明者から他人への移転は，別個の書面による合意又は第 12条(2)による

契約若しくは雇用契約に基づいて行わなければならない。当該合意又は契約には，特許の全

有効期間にわたって，第 13 条(8)により発明から得られる利益から公正な収入を受領する発

明者の権利を保証する規定を含めなければならない。 

(2) 法律に基づく特許出願権の移転に関しては，出願人の居住又は所在国の法律が適用され

る。 

(3) (1)又は(2)による特許出願権の移転の法的基礎及び発明者に関する情報は，特許出願に

おいて表示しなければならない。合理的な疑義がある場合には，特許庁及び裁判所は，当該

特許出願権及び当該発明の発明者としての地位を証明する書類の提出を要求することができ

る。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 44条 特許出願の移転 

(1) 出願人は，特許庁が処理を行っている特許出願を他人に移転することができる。 

(2) 出願人が死亡したとき又は法人である出願人が解散したときは，特許庁が処理を行って

いる特許出願は，承継人又は法律上の承継人に移転するものとする。 

(3) 特許出願における出願人に関する事項を補正するためには，出願人又は特許出願の譲受

人は，請求書及び納付した国の手数料に関する情報を特許庁に提出しなければならない。特

許出願の譲受人が請求書を提出するときは，請求書には移転を証明する信頼できる書類を添

付しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(4) 特許庁は，特許出願に含まれている出願人に関する事項を補正しなければならない。 

(5) 特許出願は，前記事項が補正された日から他人に移転されたとみなす。 

 

第 45条 特許の移転 

(1) 特許所有者は，その特許を他人に移転することができる。 

(2) 特許所有者が死亡したとき又は法人である所有者が解散したときは，特許は，承継人又

は法律上の承継人に移転する。 

(3) 登録における特許所有者又は補充的保護の所有者に関する事項を補正するためには，特

許所有者又は特許若しくは補充的保護の譲受人は，請求書及び納付した国の手数料に関する

情報を特許庁に提出しなければならない。特許又は補充的保護の譲受人が請求書を提出する

ときは，請求書には移転を証明する信頼できる書類を添付しなければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

(4) (3)にいう請求書は，取引によって定められた特許移転の日又は法律上の承継の成立日か

ら 1 年以内に提出しなければならない。裁判所の判決によって特許が移転する場合は，請求

書は，当該判決が効力を生じた日から 1月以内に提出しなければならない。 

(5) 特許庁は，第 35条(5)6)に定めた登録事項の補正について登録簿に記入しなければなら

ない。 
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(6) 登録事項の補正記入は，当該事項の補正記入に関する通知が特許庁の公報に公告された

日から効力を生じるものとする。 

(7) 特許は，取引若しくは裁判所の判決による移転の日から，又は法律上の承継が成立した

日から，他人に移転したとみなす。 

(8) 本条の規定による特許の移転を受けた者は，登録事項に関する補正記入が効力を生じた

日から特許所有者の権利の行使を開始することができる。 

 

第 46条 ライセンス 

(1) 特許所有者(ライセンサー)は，書面によるライセンス契約書により(以下「ライセンスに

より」という)，1又は 2以上の他人(ライセンシー)に，第 15条(1)に列挙した特許所有者の

権利の行使を部分的に又は全面的に許諾することができる。 

(2) ライセンサーの同意を得た場合は，ライセンシーは，サブライセンスにより，ライセン

スから生じる権利を第三者に移転することができる。 

(3) ライセンス期間は，特許保護期間を超えてはならず，医薬品及び植物保護製品の補充的

保護の場合は，補充的保護期間を超えてはならない。 

(4) ライセンスは，登録簿に登録することができる。ライセンスに関する登録を行う上での

根拠となるのは，ライセンス契約書の謄本又は登録に必要な情報を含むライセンス契約書の

抄本を添付したライセンサー又はライセンシーの請求書である。ライセンスに関する記入の

ためには，国の手数料を納付しなければならない。登録されていないライセンスは，第三者

に対して法的効力を有しない。異なるライセンスにより複数のライセンシーに付与された権

利の間に衝突がある場合は，ライセンスが登録されているライセンシーが優先される。 

(5) 第 45条に規定した場合における特許の他人への移転のときは，ライセンスから生じる権

利及び義務も，当該他人に移転する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 47条 強制ライセンス 

(1) エストニア共和国において特許発明を実施することに関心を有しており，かつ，その実

施の能力を有する者は，特許所有者がライセンスを許諾しなかった場合は，強制ライセンス

を取得するために訴訟を提起することができる。ただし，次の事情が存在していることを条

件とする。 

1) 特許所有者が，特許付与に関する通知の公告から 3年以内又は特許出願から 4年以内のう

ち何れか遅く満了する期間内に，エストニア共和国において特許発明を実施していないこと 

2) 特許所有者が，エストニア共和国の国内市場の需要に見合う程度に特許発明を実施してい

ないこと 

3) エストニア共和国の経済にとって重要であって技術的に進歩した他の発明の実施をその

特許が妨げていること 

4) 国防，環境保護，公衆衛生及びその他エストニア共和国の重要な国益が，その発明の実施

(自然災害又は他の緊急事態に関連する発明の実施を含む)を必要としていること 

5) その特許が，植物繁殖及び植物品種権法による植物品種権の付与，又は保護されている品

種の実施を妨げていること 

(RT I 2005, 70, 540 - 2006年 1月 1日施行) 
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(1-1) 特許所有者が，その特許によって保護されている製品を世界貿易機関の加盟国から，

エストニア共和国の国内市場の需要に見合う程度に輸入している場合は，強制ライセンスを

付与することができない。 

(2) (1)3)に規定した場合において，相互ライセンス(クロスライセンス)について合意された

場合を除き，特許所有者は，相手方の発明に関して強制ライセンスを取得する権利を有する。 

(3) 裁判所は，強制ライセンスの付与の際は，発明の実施の範囲及び期間，ライセンス料の

額及び支払方法を含め，強制ライセンスに関する諸条件を決定しなければならない。発明の

実施の範囲及び期間は，エストニア共和国における国内市場の需要を基にして決定しなけれ

ばならない。 

(4) 強制ライセンスに基づく発明実施の権利は，強制ライセンスの条件に従って強制ライセ

ンスを実施している又は実施する予定であった事業と共にする場合に限り，他人に移転する

ことができる。 

(5) 強制ライセンスの付与は，特許所有者がその発明を実施すること又は他人にライセンス

を許諾することを妨げない。 

(6) 強制ライセンスは，登録簿に記入された日から効力を有する。登録簿記入を求める請求

書は，判決文の謄本及び国の手数料の納付に関する情報を添付して，判決が効力を生じてか

ら 1月以内に特許庁に提出しなければならない。 

(7) 事情が変わった場合は，ライセンサー及びライセンシーの何れも強制ライセンスの条件

補正を求める訴訟を提起することができる。 

(8) 公衆衛生問題を伴う国へ輸出するための医薬品の製造に関する特許の強制ライセンスに

ついての欧州議会及び理事会規則(EC)No.816/2006(OJ L157, 09.06.2006, 1-7 頁)を，輸入

又は輸出のための特許により保護された医薬品の製造に関する強制ライセンス取得のための

訴訟の提起に適用する。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 47-1条 国家による非商業用途 

(1) 特許発明は，伝染病予防規制法の意味における伝染病の場合，及び非常事態法の意味に

おける非常事態においては，特許所有者の許可なしに，共和国政府又は共和国政府により授

権された第三者が使用することができる(以下「国家による非商業用途」という)。 

(2) 国家による非商業用途は，第 15条に記載する行為を含むことができる。 

(3) 国家による非商業用途に関する決定，及び特許所有者に対する補償の付与に係る条件は，

法律が規定する。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 
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第 XI章 特許の権利に関する係争及び保護 

 

第 48条 発明者としての地位に関する係争 

(1) 発明者としての地位に関する紛争は，特許出願が第 24条の規定により公開された後に裁

判所において解決される。 

(2) 第 13条(1)又は(2)の規定により自己が発明者であると考える自然人は，特許出願人を相

手として，又は特許付与の後は特許所有者を相手として，当該自然人の発明者としての地位

の確認を求める訴訟を提起することができる。当該人の承継人も，発明者としての地位に関

して争うことができる。 

(3) 前記の自然人は，発明者としての地位が確認された場合は，第 12条を根拠として，同事

件において特許出願人又は特許所有者について第 49条(1)により争うことができる。 

(RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

 

第 49条 特許所有者及び特許に関する係争 

(1) 特許を受ける権利が第 12条により自己に属すると考える者は，特許出願が第 24条の規

定により公開された後，特許出願人又は特許所有者を相手として，当該人の権利の確認を求

める訴訟を提起することができる。特許出願の場合に訴えが認められたときは，当該人は，

当該人の名義で特許出願を継続し，特許出願を取り消して同一発明に関して同一出願日をも

って新たな特許出願をし，又は特許出願の取り消す権利を有する。特許の場合は，当該人は，

特許を補正しないままで若しくは補正を条件として当該人の名義で登録し又は特許を取り消

す権利を有する。 

(2) (1)により行った選択を記載した請求書を，判決文の謄本，及び所定の事情においては国

の手数料の納付に関する書類を添付して，判決が効力を生じてから 1 月以内に特許庁に提出

しなければならない。新たな特許出願をするとき又は特許の補正をするときは，当該人は，

判決が効力を生じてから 3 月以内に，新たな特許出願書類であって第 19 条(1)，(2)及び(3)

の規定を遵守するもの，又は特許を補正する場合は，補正した発明の説明及び特許クレーム

を特許庁に提出し，かつ，国の手数料を納付しなければならない。これらの要件が遵守され

なかった場合は，特許出願又は特許は，取り消されるものとする。 

(3) (1)により提起された訴訟が認められたときは，その発明を実施していた又は実施のため

に真摯な準備をしていた者は，特許の移転の後，当該人の経済的又は業としての活動におい

て当該発明を有償又は無償で実施する権利を裁判所に請求することができる。ただし，発明

の実施の性質が不変であることを条件とする。 

(4) 特許により保護されている発明が第 8条の規定に合致していないと考える者は，特許所

有者を相手として，特許の一部又は全部を取り消すための訴訟を提起することができる。特

許所有者は，特許保護の範囲を減縮すれば発明が第 8条の規定に合致するようになるときは，

訴えの過程で，その減縮をすることができる。登録簿への登録の請求書を，判決文の謄本，

及び所定の事情においては国の手数料の納付に関する情報を添付して，判決が効力を生じて

から 1月以内に特許庁に提出しなければならない。特許の補正をするときは，特許所有者は，

判決が効力を生じてから 3 月以内に，判決に従って補正した発明の説明及び特許クレームを

特許庁に提出し，かつ，特許の補正をするための国の手数料を納付しなければならない。 

(5) 特許が満了した後であっても，特許の全面的取消を求めて(4)にいう訴訟を提起すること
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ができる。 

(6) 特許の一部又は全部の取消は，当該特許の一部又は全部の取消に関する判決が効力を生

じる前は，特許所有者の排他権の侵害に関して下された判決の無効又は契約(ライセンス契約

を含む)の取消の根拠とはならない。契約の履行が継続される場合は，当事者の一方は，他方

当事者に対し，支払額を変更し又は計算をし直すよう要求する権利を有する。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 50条 審判委員会における特許に関する係争 

(1) 何人も，特許付与通知の公告日から 9月以内に，審判委員会に取消申請書を提出して，

特許の取消を請求することができる。 

(2) 特許についての係争は，次の主張を根拠にして行うことができる。 

1) 発明が，第 6条，第 7条又は第 8条の規定を遵守していない。 

2) 発明が，発明の説明において，当該技術の熟練者がその発明を実施することができる程度

に十分明瞭かつ簡潔には開示されていない。 

3) 第 9条(2)又は(3)により最初の特許出願から分離された発明を含め，特許によって保護さ

れている発明が，最初の特許出願に開示された発明の内容に対応していない。 

(3) 審判委員会は，次のことをする権利を有する。 

1) 取消申請が承認された場合は，特許庁に特許の取消を要求すること。ただし，取消申請書

に記載されている事実が特許の維持を妨げていることを条件とする。 

2) 取消申請書に記載されている事実が特許を補正しないで維持することを妨げていない場

合は，取消申請を拒絶すること，又は 

3) 取消申請がその一部について承認された場合は，特許庁に補正後の特許を維持するよう要

求すること。ただし，取消申請を処理している間に，特許所有者がその特許について，本法

の規定に違反しない補正であって，特許の維持を妨げるものとして取消申請書に記載されて

いる事実を除去するものを行うための請求書を提出することを条件とする。 

(4) (3)3)にいう決定が行われた場合は，特許所有者は，決定が効力を生じてから 3 月以内

に，決定に従って補正した発明の説明及び特許クレームを特許庁に提出し，かつ，特許の補

正をするための国の手数料を納付しなければならない。 

(5) 特許庁は，審判委員会の決定に基づいて登録簿への登録を行うものとし，かつ，特許の

取消又は特許の補正をすることについての通知を特許庁の公報に公告しなければならない。

特許の補正をする場合において，特許所有者が(4)にいう期間内に所定の書類を提出しなかっ

たとき又は国の手数料を納付しなかったときは，特許は取り消されたとみなし，その発明は

登録簿から抹消される。 

(6) 取消申請をした者又は特許所有者は，審判委員会の決定について，決定公告日から 3 月

以内に，裁判所での申立に基づく手続において争うことができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 51条 発明者の権利の保護 

(1) 発明者又は発明者が死亡したときはその承継人は，期間の制限を受けることなく，第 13

条(7)に規定した権利に係る侵害に関して及び発明者としての地位に起因する他の非財産的

紛争を解決するために，裁判所に訴訟を提起することができる。 
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(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(2) 発明者は，発明者が発明者の権利に係る侵害を知った日又は当然知っているべきであっ

た日から 3 年以内に，発明の実施に関する財産的紛争を解決するために，裁判所に訴訟を提

起することができる。 

 

第 52条 出願人の権利の保護 

(1) 出願人は，特許庁の決定に対し，当該決定の日から 2月以内に，第 30条に従って審判委

員会に不服を申し立てることができる。 

(RT I 2008, 59, 330 - 2009年 1月 1日施行) 

(2) 出願人が審判委員会の決定に同意しないときは，出願人は，決定の公告日から 3月以内

に，県裁判所に不服を申し立てることにより，その決定について争うことができる。 

(RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

(3) 仮保護期間中，出願人は，仮保護期間中に生じた排他権の侵害に関し，裁判所に訴訟を

提起することができ，かつ，侵害の防止を請求することができる。 

 

第 53条 特許により保護されている発明が不法に実施された場合の法律上の救済 

(1) 特許により保護されている発明が不法に実施された場合は，特許所有者は，次の請求を

することができる。 

1) 発明の不法実施によって生じた損害に対する，債務行為法第 1043 条による補償 

2) (廃止－RT I 2003, 18, 106 - 2003年 4月 1日施行) 

3) 発明の不法使用の結果として受領した物の，債務行為法第 1037条及び第 1039条による引

渡し 

4) 債務行為法第 1055条による発明の不法使用の終結及び更なる違反の防止 

(2) 特許により保護されている発明が善意で実施されていたときは，裁判所は，補償が訴訟

の提起前 5年以内に生じた損害の範囲を超えないよう命令することができる。 

(RT I 2004, 20, 141 - 2004年 5月 1日施行) 

 

第 54条 その他の者の権利の保護 

(1) 特許出願がされる前に善意でその発明の実施をしていた者は，自己の先使用権の確認を

求める申立を裁判所に提出することができる。裁判所は，申立に基づく手続により，申立を

審理する。 

(RT I, 29.11.2011, 1 -  2012年 1月 1日施行) 

(2) 特許発明の実施に関心を有する者は，第 47条(1)に定めた場合においては，特許所有者

を相手として，強制ライセンスを取得するための訴訟を提起することができる。 

(3) ライセンス契約書に基づいて発明を実施する者(ライセンシー)は，ライセンス契約書に

関する紛争を解決するために訴訟を提起することができる。 

(4) ライセンス契約書に別段の規定がある場合を除き，ライセンシーも，他人による特許所

有者の排他権の侵害に関して訴訟を提起することができる。ライセンシーは，予め，ライセ

ンシーの訴訟を提起する意思を特許所有者に通知しなければならない。特許所有者に対する

通知がライセンス契約書に記載されている宛先又は特許登録簿に記入されている宛先に向け

て書留郵便によって送付されるときは，通知義務は履行されたとみなされる。 
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(5) 自己の行為が特許所有者の排他権を侵害するかもしれないとの疑念を有するときは，何

人も，特許所有者を相手として，特許の存在が自己の経済的又は業としての活動を妨げない

ことを確認するための訴訟を提起することができる。 

(6) 第 53 条に基づいて訴訟が提起されているか又は特許所有者の排他権の侵害の申立に関

連して軽罪手続若しくは刑事事件手続が開始されている者は，第 49 条(4)により，特許所有

者を相手として，特許の一部又は全部の取消を求める訴訟を提起することができる。排他権

の侵害の申立を審理する裁判所は，被申立侵害者の請求により，特許の取消を求める訴訟が

進められている間は排他権の侵害の手続を停止することができる。停止の必要条件として，

裁判所は，特許が引き続き有効である場合に特許所有者に生じる潜在的損害を補償するため

の担保を請求することができる 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

 

第 55条 特許関連の紛争に関する審理の方式 

(1) 本法に規定されている事件については，特許に関連する紛争は，審判委員会又は裁判所

が審理するものとする。 

(2) 第 47条から第 49条，第 51条及び第 54条(1)，(2)，(3)，(5)及び(6)にいう訴訟及び申

立，並びに第 50条及び第 52条にいう不服申立及び訴訟は，ハリュ県裁判所の管轄に属する。

第 53 条，第 54 条(4)及び第 55-1 条にいう訴訟は，その違法行為の発生地を管轄する県裁判

所の管轄に属する。WTO協定の付属書 1Cである知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(RT 

II 1999, 22, 123)第 50条に記載されている暫定措置の実施は，その違法行為の発生地を管

轄する県裁判所の管轄に属する。 

(RT I, 29.11.2011, 1 - 2012年 1月 1日施行) 

(3) 裁判所は，特許に関連する紛争を，本法に定められている規定を考慮に入れ，民事訴訟

法に規定されている手続により審理するものとする。 

(4) (廃止－RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

(5) 審判委員会は，本法に基づいて審判委員会に提起された不服申立を工業所有権法基本規

則に規定されている手続に従って審理しなければならない。 

(RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

 

第 55-1条 立証責任 

(1) 第 15条(2)の規定に基づいて訴訟が提起された場合は，被告は，被告が類似製品を製造

するために特許方法とは異なる方法を使用したことを証明しなければならない。 

(2) 異なる方法が使用されたことを証明することができなかった場合は，その製品は，特許

方法によって製造されたとみなす。ただし，特許所有者が合理的な努力をしたにも拘らず，

その製品の実際の製造に使用された方法を確定することができず，かつ，特許方法が使用さ

れた可能性が高いこと又は特許方法により製造される製品が新製品であることを条件とする。 

(3) 被告によって提出された証拠であって，被告の生産又は事業に係る秘密を含んでいるも

のは，被告の同意を得た場合に限り，開示することができる。 

 

第 56条 請求原因陳述書が提出された場合の裁判所の行為 

(1) 第 54条(4)にいう訴訟の場合は，請求原因陳述書には特許所有者に送付した通知書の写
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しを添付しなければならない。その写しが欠けている場合は，裁判所は，請求原因陳述書の

処理を行ってはならず，また，原告が通知義務を履行するための期間を設けなければならな

い。 

(2) 継続中の侵害を防止するための訴訟を担保するために，裁判所は，特に原告から請求が

あったときは，特許によって保護された製品又は物品であって，特許所有者の許可を得ない

で製造され，その使用が特許所有者の排他権の侵害となるものを，排他権の侵害を終結させ

るために提起された訴訟を審理している期間中市場から回収するよう命令することができる。 

(3) (2)に記載した場合において被告から請求があったときは，裁判所は，製品又は物品の所

有者が特許所有者に正当な費用を支払った上で，特許の残存有効期間の全部又は一部におい

て，その製品又は物品の使用を継続することができる旨の命令を出すことができる。 

(RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

 

第 57条 特許庁の参加 

(1) (廃止－RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

(2) 裁判所は，特許に関連する紛争において下した決定の謄本を特許庁に情報として送付し

なければならない。 

(RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

 

第 58条 裁判所において特許関連の紛争が解決される場合の代理人 

(1) 特許に関連する紛争の解決に関しては，特許代理人は，県裁判所及び巡回裁判所におい

て代理人として行動することができる。最高裁判所においては，特許代理人は，弁護士と共

にする場合に限り代理人として行動することができる。 

(RT I 2005, 39, 308 - 2006年 1月 1日施行) 

(2)-(3) (廃止－RT I 200, 141 - 2004年 5月 1日施行) 
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第 XII章 発明についての外国における特許取得 

 

第 59条 発明についての特許取得に係る手続 

(1) エストニア共和国に居所又は本拠地を有する者は，エストニア共和国における特許取得

の有無に拘らず，外国においてその発明について特許を取得することができる。 

(2) エストニア共和国に居所又は本拠地を有する者は，外国においては，当該外国の法律及

び国際条約に従って，独自にその発明について特許を取得しなければならない。 

(3) エストニアで機密指定された国防に関する発明を含む特許出願は，外国での出願につい

て国防大臣の許可を得なければならない。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009 年 3月 1日施行) 

 

第 60条 国際出願 

国際出願は，第 32条(3)及び(4)により行うものとする。 
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第 XII-1章 法的責任 

(RT I 2007, 13, 69 - 2007年 3月 15日施行) 

 

第 60-1条 発明者の人格権の侵害 

(1) 第 13条(7)に規定された発明者の人格権の侵害は，300罰金単位以下の罰金刑に処する。 

(RT I 2007, 13, 69 - 2007年 3月 15日施行) 

(2) 同じ行為を法人が行った場合は，32,000 ユーロ以下の罰金刑に処する。 

(RT I 2010, 22, 108 - 2011年 1月 1日施行) 

 

第 60-2条 手続 

(1) 刑法及び軽罪手続法の規定は，第 60-1条に規定された軽罪に適用される。 

(2) 第 60-1 条に規定された軽罪に関する裁判外手続は，警察当局によって実施される。 

(RT I 2009, 62, 405 - 2010年 1月 1日施行) 
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第 XIII章 本法の施行 

 

第 61条 本法の施行時期 

(1) 本特許法は，1994年 5月 23日から施行する。 

(2) 第 11条(2)1)の規定は，エストニア共和国が工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟

国の地位を回復した後に適用する。 

(3) 第 23条(2)及び第 VI章の規定は，1970年 6月 19日ワシントンで締結された特許協力条

約にエストニア共和国が加盟してから 3月が経過するまでは適用しない。 

(4) 微生物菌株は，1977年の特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約

(RT II 1996, 14/15, 49)にエストニア共和国が加盟した時から，特許によって保護される。 

(5) 特許出願が本法の施行日から 6月以内に行われた場合は，工業所有権の保護に関するパ

リ条約の締約国において行われた最先の特許出願又は実用新案登録出願であって，1990 年 8

月 20 日より前の日付でないものに基づくすべての優先権を認める。 

(6) 登録を受けた医薬品又は植物保護製品であって，2000年 1月 1日前に付与された基本特

許により保護される有効物質を含有するものについては，2000 年 6 月 30 日まで補充的保護

を申請することができる。 

(7) 機密指定された発明を含む特許出願の場合は，国家秘密・外国機密指定情報法及び国際

協定の規定が，本法の規定に加えて適用される。 

(RT I 2009, 4, 24 - 2009年 3月 1日施行) 

 

第 62条 (廃止) 
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